
○泉佐野市田尻町清掃施設組合個人情報の保護に関する法律施行細則 

                                        令和 5 年 3 月 31 日 

                                         規 則 第 1 号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「法」とい

う。)、個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年政令第５０７号。以下「令」とい

う。）、個人情報の保護に関する法律施行規則（平成２８年個人情報保護委員会規則第３号）

及び泉佐野市田尻町清掃施設組合個人情報の保護に関する法律施行条例（令和５年泉佐野市田

尻町清掃施設組合条例第１号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

（写しの送付に要する費用の納付の方法） 

第２条 令第２８条第４項の規則で定める方法は、現金により納付する方法とする。 

（費用の負担） 

第３条 条例第３条第２項に規定する費用の額は、別表第１のとおりとする。 

２ 前項の費用は、前納しなければならない。 

（運用状況の公表） 

第４条 条例第５条に規定する運用状況の公表は、請求件数、開示及び不開示の件数その他運用状

況が明らかになる事項を泉佐野市田尻町清掃施設組合情報公開コーナーにおいて公衆の閲覧に供

する方法その他管理者が定める方法により行う。 

（文書の様式） 

第５条 法及び令に規定する文書の様式は、別に定めるもののほか、別表第２のとおりとする。 

附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 



別表第１（第３条関係） 
 

区   分 サ イ ズ 金   額 

乾式複写機による写し 

（白黒） 

日本産業規格Ａ列３番及び４番

並びにＢ列４番及び５番 

１枚につき １０円 

乾式複写機による写し 

（カラー） 

日本産業規格Ａ列３番 １枚につき ８０円 

日本産業規格Ａ列４番並びにＢ

列４番及び５番 

１枚につき ５０円 

上記以外の写し  当該写しの作成に要す

る実費相当額 

写しの送付に要する費用  郵便料に相当する金額 

 

別表第２（第５条関係） 
 

様式

番号 
様式の名称 根拠規定 

１ 個人情報ファイル簿 法第７５条第１項 

２ 保有個人情報開示請求書 法第７７条第１項 

３ 保有個人情報開示決定通知書 法第８２条第１項 

４ 保有個人情報不開示決定通知書 法第８２条第２項 

５ 保有個人情報開示決定等期限延長通知書 法第８３条第２項 

６ 保有個人情報開示決定等期限特例延長通知

書 

法第８４条 

７ 開示請求事案移送通知書 法第８５条第１項 

８ 第三者意見照会書 法第８６条第１項及び同条第２項 

９ 保有個人情報の開示決定等に関する意見書 法第８６条第１項及び同条第２項 

10 反対意見書提出者に対する通知書 法第８６条第３項 

11 保有個人情報訂正等請求書 法第９１条第１項及び法第９９条

第１項 



12 保有個人情報訂正等決定通知書 法第９３条第１項及び法第１０１

条第１項 

13 保有個人情報不訂正等決定通知書 法第９３条第２項及び法第１０１

条第２項 

14 保有個人情報訂正等決定期限延長通知書 法第９４条第２項及び法第１０２

条第２項 

15 保有個人情報訂正等決定期限特例延長通知

書 

法第９５条及び法第１０３条 

16 保有個人情報訂正請求事案移送通知書 法第９６条第１項 

17 委任状（個人情報に係る請求用） 令第２２条第３項（令第２９条に

おいて準用する場合を含む。） 

18 委任状（特定個人情報に係る請求用) 令第２２条第３項（令第２９条に

おいて準用する場合を含む。） 

19 諮問した旨の通知書 法第１０５条第３項において準用

する同条第２項 

 


